
東京都、大阪府、兵庫県、京都府に

緊急事態宣言
発令！

大型連休の期間中(4/29～5/9)

不要不急（仕事などを除き、可能な限り）の

県外との往来自粛を！

大型連休に向けて①（県外との往来について）



大型連休の期間中(4/29～5/9)

不要不急（仕事などを除き、可能な限り）の

をお願いします

大型連休に向けて②（県外の皆様へのお願い）



大型連休期間中のお願い（4/29～5/9）

１ 県外との往来自粛を！
○ 仕事など生活に必要な場合を除き、可能な限り県外に出かけないようにしましょう
○ 隣県が生活圏の場合、通勤・通学・通院や生活必需品の買い出し等による
往来は構いません

○ 仕事等でやむを得ず往来する場合は、感染対策を徹底してください
また、県外の方との会食はできるだけ控えてください

○ 帰省は可能な限り自粛してください。やむを得ず帰省する場合は、帰省前の２週間は
会食を控えるなどの感染防止対策の徹底をお願いします

○ また、やむを得ず県外に行き、帰ってきた場合や県外から来られた方は、当面の間、
・健康観察に努めていただき、ささいな症状でも身近な医療機関を受診してください
・知人や友人との会食は、できるだけ控えてください

２ ガイドライン遵守
の更なる徹底を！

各事業者の皆様は感染拡大防止の
ためのガイドラインを遵守してくださ
い

３ イベント・バーゲン
セール等は感染防止策
の徹底を！

多数の来場者が想定されるイベント・
バーゲンセール等は人数制限等を実施
の上、感染防止策を徹底してください


